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다문화공생정보플라자 소식을 메일로 수신을 원하시는 경우 여기를 스캔해 주십시오.

육아세대 생활지원 특별급부금(양부모가정 세대분) 
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◆신청이 필요한 분: 대상연령의 아동을 양육하고 있으며 

①2022 년도 주민세가 과세로 2023 년도 주민세부터 비과세가 된 

분 중에 아직 2023 년도에 이 급부금의 한부모가정 세대분 또는 

양부모가정 세대분 급부를 받지 않은 분 

②주민세가 과세된 육아세대의 분으로 식비 등의 물가 폭등의 

영향에 의해 가계가 급변하여 주민세 비과세 상당의 수입으로 

감소한 분 ※작년 4 월 1 일 이후에 타시에서 전입한 분으로 

전입전 시정촌으로부터 이미 같은 급부금을 수급한 분은 

제외됩니다(연도중 1 회에 한함) 

◆연령대상: 2005 년 4 월 2 일(특별아동부양수당 등의 대상아동은 

2003 년 4 월 2 일)부터 2024 년 2 월 29 일 사이에 태어난 아동 

◆급부액: 아동 1 인당 5 만엔 

◆급부신청: ①에 해당하는 분은 신청서 제출이 필요 

②에 해당하는 분은 신청서 및 올해 1 월분 이후의 급료명세서 등 

한 달분의 수입을 알 수 있는 서류가 필요. 신청자・배우자 양쪽이 

비과세 상당의 수입이라고 심사되면 급부합니다.

◆신청이 필요 없는 분: 올해 3 월분의 아동부양수당을 수급하고 

있는 한부모가정이신 분(5월29일에 지급되었음) ▷작년에 육아세대 

생활지원 특별급부금(양부모가정 세대분) 을 수급한 분(5월31일에 

지급되었음) ※양쪽에 해당하는 경우는 한부모가정 세대분을 지급

◆申請
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が必要
ひつよう
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年齢
ねんれい

の児童
じどう

を養育
よういく

していて 

①令和
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4年度
ねんど
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じゅうみんぜい
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で、令和
れいわ

5年度
ねんど

住 民 税
じゅうみんぜい
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と
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かた
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れいわ
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きん

のひとり親
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世帯分
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を受けて
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②住 民税
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されている子育て
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世帯
せたい

の方
かた

で食費
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などの物価
ぶっか

高騰
こうとう

の 影 響
えいきょう

により家計
かけい

が 急 変
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し、住民税
じゅうみんぜい

非課税
ひ か ぜ い

相当
そうとう
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収 入
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が 減 少
げんしょう
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かた

 ※昨年
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4月
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1 日
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以降
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転 入
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かた
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どうきゅうふ

金
きん

を

受給済み
じゅきゅうず    

の方
かた

を除きます
のぞ       

(年度内
ねんどない

1回
かい

限
かぎ

り) 

◆対 象
たいしょう

年齢
ねんれい

：平成
へいせい

17年
ねん

4月
がつ

2 日
ふつか

（特別
とくべつ

児童
じどう

扶養
ふよう

手当
てあて

などの対 象
たいしょう

児童
じどう

は、平成
へいせい

15年
ねん

4月
がつ

2 日
ふつか

）から令和
れいわ

6年
ねん

2月
がつ

29日
にち

までの 間
あいだ

に

出 生
しゅっせい

した児童
じどう

◆給付
きゅうふ

額
がく

：児童
じどう

1 人
ひとり

当たり
あ   

5万円
まんえん

◆給付
きゅうふ

手続き
てつづ   

：①の方
かた

は申請書
しんせいしょ

の 提 出
ていしゅつ

が必要
ひつよう

。②の方
かた

は

申請書
しんせいしょ

および今年
ことし

1月分
がつぶん

以降
いこう

の給与
きゅうよ

明細書
めいさいしょ

など1か月分
    げつぶん

の

収 入
しゅうにゅう

のわかる書類
しょるい

が必要
ひつよう

。申請者
しんせいしゃ

・配偶者
はいぐうしゃ

ともに非課税
ひ か ぜ い

相当
そうとう

の 収 入
しゅうにゅう

であると審査
しんさ

されれば給付
きゅうふ

となります。 

◆申請
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が不要
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な方
かた
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。

문의: 시 육아세대 생활지원 특별급부금 콜센터 TEL 06-4309-3224 / FAX 06-4309-3225
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コールセンター

국민건강보험・후기고령자 의료보험   보험료를 반드시 납입합시다. 
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医療
いりょう

保険
ほけん

 保険料
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は必ず
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納め
おさ   
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보험료 납입기한은 매월 말일까지 입니다. 납입을 잊으신 분은 

서둘러 의료보험실 보험료과 또는 행정서비스센터로 납입하시기 

바랍니다.  

월요일~금요일 9:00~17:30 (공휴일을 제외) 에 납입상담을 하고 
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のう

期限
きげん
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末
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（ 祝
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있습니다. 보험료 결정통지서(납부서) 또는 피보험자증을 가지고 

방문해 주십시오. 또한 행정서비스센터에서는 납입상담을 할 수 

없습니다. 

◆휴일 납부 상담 

일시:10 월 28 일(토) 9:00∼12:00 

장소: 히가시오사카시청 본청사 2 층 의료보험실 보험료과 

行って
おこな     

います。保険料
ほけんりょう

決定
けってい

通知書
つうちしょ

（納付書
のうふしょ

）または被
ひ

保険者証
ほけんしゃしょう

を持って
も    

お越し
 こ  

ください。なお、行 政
ぎょうせい

サービスセンターでの納付
のうふ

相談
そうだん

はできません。 

◆休 日
きゅうじつ

納付
のうふ

相談
そうだん

時間
じかん

：10月
がつ

28日
にち

（土
ど

）9時
じ

～12時
じ

場所
ばしょ

：市
し

役所本
やくしょほん

庁 舎
ちょうしゃ

2階
かい

医療
いりょう

保険室
ほけんしつ

保険料課
ほけんりょうか

문의: 의료보험실 TEL 06-4309-3168 / FAX 06-4309-3807             問合
といあわ

せ先
さき

： 保険料課
ほけんりょうか

국민건강보험 새로운 국민건강보험증을 송부
国民
こくみん

健康
けんこう

保険
ほけん

 新しい
あたら   

国民
こくみん

健康
けんこう

保険証
ほけんしょう

を送付
そ う ふ

새로운 국민건강보험증(녹색)을 9월 말에 간이등기우편으로 세대주 

앞으로 송부합니다. 이름이나 주소 생년월일 등의 기재내용이 

틀림없는 지 확인해 주십시오. 보험증의 유효기한은 원칙적으로 

2024 년 10 월 31 일(목)까지 입니다. 

또한 75 세가 되시는 분은 생일부터 후기고령자 의료제도로 

이행되므로 생일 전날까지가 유효기한입니다. 후기고령자 

의료피보험자증은 75 세 생일달의 전달에 우송합니다. 

간이등기우편은 본인 또는 가족에게 직접 전해 드립니다 (수령인 

이나 서명이 필요). 부재중인 경우는 우체국에 1 주일간 정도 

보관된 후 의료보험실 자격급부과로 되돌아 옵니다. 전에 사용한 

보험증(갈색)은 본인이 폐기하거나 의료보험실 자격급부과 또는 

행정서비스로 반환해 주십시오. 

新しい
あたら    

国民
こくみん

健康
けんこう

保険証
ほけんしょう

（緑 色
みどりいろ

）を、９月
  がつ

末
まつ

に簡易
かんい

書留
かきとめ

郵便
ゆうびん

で

世帯
せたい

主宛
ぬしあて

に送付
そうふ

します。名前
なまえ

や住 所
じゅうしょ

、生年
せいねん

月日
がっぴ

など記載
きさい

内容
ないよう

に

間違い
まちが   

がないかを確認
かくにん

してください。保険証
ほけんしょう

の有効
ゆうこう

期限
きげん

は原則
げんそく

来年
らいねん

10月
がつ

31日
にち

（木
もく

）までです。 

なお、75歳
さい

になる方
かた

は誕 生
たんじょう

日
び

からは後期
こうき

高齢者
こうれいしゃ

医療
いりょう

制度
せいど

に

移行
いこう

するため、誕 生
たんじょう

日
び

の前日
ぜんじつ

が有効
ゆうこう

期限
きげん

です。後期
こうき

高齢者
こうれいしゃ

医療
いりょう

の被
ひ

保 険 者 証
ほけんしゃしょう

は 75歳
さい

の 誕 生
たんじょう

月
づき

の前 月
ぜんげつ

に郵 送
ゆうそう

します。 

簡易
かんい

書 留
かきとめ

郵 便
ゆうびん

は、本 人
ほんにん

または家族
かぞく

に 直 接
ちょくせつ

手渡し
てわた   

します

（受 領 印
じゅりょういん

か署名
しょめい

が必要
ひつよう

）。不在
ふざい

の場合
ばあい

は、郵便 局
ゆうびんきょく

に 1週 間
しゅうかん

程度
ていど

保管
ほかん

された後
あと

、医療
いりょう

保険室
ほけんしつ

資格
しかく

給付課
きゅうふか

に差し戻されます
さ   も ど         

。

古い
ふる   

保険証
ほけんしょう

（茶色
ちゃいろ

）は、ご自身
じしん

で廃棄
はいき

をするか、医療
いりょう

保険室
ほけんしつ

資格
しかく

給付課
きゅうふか

または行 政
ぎょうせい

サービスセンターに返 却
へんきゃく

してください。 

문의: 자격급부과 TEL 06-4309-3167 / FAX 06-4309-3804 問合
といあわ

せ先
さき

： 資格
しかく

給付課
きゅうふか

시민세・부민세 제 3 기분 납입기한은 10월 31일  
市民税
しみんぜい

・府民
ふみ ん

税
ぜい

第３期
だい   き

分納
ぶんのう

期限
きげ ん

は10月
がつ

31日
にち

시민세・부민세는 납입기한까지 시세취급 금융기관이나 

우체국에서 납입해 주십시오. 바코드가 인쇄된 납부서는

편의점이나 스마트폰 결재어플로 납입이 가능합니다. 

잔고부족으로 이체되지 않은 경우, 후일 납부서(독촉장)를

송부합니다. 이 경우 연체금이 발생함으로 주의해 주십시오. 

또한 납입이 곤란한 분을 대상으로 휴일・야간 납입상담을 

시행합니다.

◆창구에서의 상담

・시간: 10 월 28일(토) 9:00~12:00 

・장소: 시청본청사 3층 납세과

・지참물: 납입통지서, 본인확인서류를 지참해 주십시오. 

◆전화에 의한 상담 

시간: 10월 26일(목) 17:30~20:00 

10월 28일(토) 9:00~12:00・13:00~16:00

市民税
しみんぜい

・府民
ふみん

税
ぜい

は、納
のう

期限
きげん

までに市税
しぜい

取 扱
とりあつかい

金融
きんゆう

機関
きかん

や郵 便局
ゆうびんきょく

で

納めて
おさ    

ください。バーコードの印字
いんじ

されている納付書
のうふしょ

は、コンビニ

エンスストアやスマートフォン決済
けっさい

アプリでの納付
のうふ

も可能
かのう

です。

残高
ざんだか

不足
ぶそく

などで引落し
ひきおと   

ができなかった場合
ばあい

、後日
ごじつ

納付書
のうふしょ

（督 促 状
とくそくじょう

）

を送付
そうふ

します。この場合
ばあい

延滞
えんたい

金
きん

がかかることがありますので、ご

注意
ちゅうい

ください。また、納付
のうふ

が困難
こんなん

な方
かた

を対 象
たいしょう

に、休 日
きゅうじつ

・夜間
やかん

納付
のうふ

相談
そうだん

を行います
おこな

。 

◆窓口
まどぐち

での相談
そうだん

・時間
じかん

：10月
がつ

28日
にち

（土
ど

）9時
じ

～12時
じ

・場所
ばしょ

：市
し

役所本
やくしょほん

庁 舎
ちょうしゃ

3階
かい

納税課
のうぜいか

・持ち物
も   もの

：納税
のうぜい

通知書
つうちしょ

、本人
ほんにん

確認
かくにん

書類
しょるい

をご持参
じさん

ください 

◆電話
でんわ

による相談
そうだん

時間
じかん

：10月
がつ

26日
にち

（木
もく

）17時
じ

30分
ふん

～20時
じ

、 

10月
がつ

28日
にち

（土
ど

）9時
じ

～12時
じ

・13時
じ

～16時
じ

문의: 납세과 TEL 06-4309-3148 / FAX 06-4309-3808  問合
といあわ

せ先
さき

：納税課
のうぜいか


